福島空港修学旅行利用促進支援事業補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　県は、修学旅行による福島空港の利用促進を図るとともに、青少年の就航先等への理解を深め、もって将来の交流促進に資するため、福島空港に就航する航空機を利用して修学旅行を実施する別表１に定める中学校、高等学校等（以下「学校等」という。）に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

（補助の対象及び補助額）

第２条　補助金は、学校等が福島空港に就航する国内定期路線（臨時便を含む）、国際定期
路線（臨時便を含む）、国内チャーター便及び海外チャーター便（国際定期路線運航会社のものに限る）を利用して修学旅行を実施する場合に、次の各号に定める支援区分により交付するものとし、別表２により算定した額の範囲内において知事が定める額とする。
（１）　学校等と福島空港間の貸切バスの借上げ費用に対する支援。
（２）　海外修学旅行の実施に対する支援。
（３）　国内修学旅行の実施に対する支援。
（申請書の様式等）

第３条　規則第４条第1項の申請書は、第1号様式によるものとし、その提出期限は、当該事業を実施する日の前月の１５日までとする。ただし、止むを得ない事由がある場合については、知事が別に定める日とする。

２　規則第４条第２項第２号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

（１）　行程表
（２）　見積書

（３）　その他必要となる資料

３　申請者は、第１条の補助金の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律（平成６年法律第１０９号）及び地方税法の一部を改正する法律（平成６年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
４　補助金交付の決定の通知を受けた学校等は、規則第１３条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
５　申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。

（変更の承認）

第４条　規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、福島空港修学旅行利用促進支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を知事に提出しなければならない。

（申請を取り下げることができる期日）

第５条　規則第８条に規定する別に定める期日は、交付の決定を受理した日から起算して１０日を経過した日とする。

（実績報告）

第６条　規則第１３条の規定による実績報告については、福島空港修学旅行利用促進支援事業実績報告書（第３号様式）により、事業完了の日から起算して１５日を経過した日までに行わなければならない。
（補助金の交付の請求）

第７条　補助金交付の決定の通知を受けた学校等は、実績報告後、福島空港修学旅行利用促進支援事業請求書（第４号様式）を速やかに提出しなければならない。
２　県は、前項の請求書を受け取った日から起算して３０日以内に支払うものとする。

（会計帳簿等の整備等）

第８条　補助金の交付を受けた学校等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第９条　補助金の交付を受けた学校等は、補助事業完了後に申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、福島空港修学旅行利用促進支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（第５号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。

２　知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則　この要綱は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。

附則　この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。
附則　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附則　この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

別表１

	対象学校
	福島県、山形県及び栃木県の中学校、高等学校、養護学校、盲学校、聾学校及び専修学校


別表２
	区　分
	要件及び補助額

	１　学校等と福島空港間の貸切バスの借上げ費用に対する支援
（第２条第１号）
	○　学校から福島空港間の貸切バスの借上げに要する費用全額


	２　海外修学旅行の実施に対する支　　　　

　援

（第２条第２号）
	○　補助額は、１校あたり５０万円（片道利用は半額）を上限とする。
○　ただし、修学旅行参加者が２０名以下（教職員は除く）の学校等は、１人当たり２万５千円（片道利用は半額）とする。

	３　国内修学旅行の実施に対する支　　　　

　援

（第２条第３号）
	○　補助額は、１校あたり２０万円（片道利用は半額）を上限とする。

○　ただし、修学旅行参加者が２０名以下（教職員は除く）の学校等は、１人当たり１万円（片道利用は半額）とする。



